
有機合成化学協会支部奨励賞・優秀論文賞・技術賞表彰規定 
 

平成 6 年 12 月 5 日制定 

平成 21 年 1 月 13 日改訂 

  平成 21 年 11 月 20 日改訂 

平成 22 年 5 月 21 日改訂 

平成 22 年 12 月 9 日改訂 

平成 24 年 5 月 18 日改訂 

平成 24 年度 10 月 15 日改訂 

第１条 有機合成化学協会九州山口支部は、有機合成化学および、有機合成化学工業の発展に貢献する科

学技術上の研究または発明をなし、すぐれた論文や特許等を発表した若手研究者または、技術者に

支部奨励賞または優秀論文賞を贈る。奨励賞は、被推薦時において 45 歳以下で独創性、創造性に優

れた一連の業績を創出した研究者に贈られる。優秀論文賞は、論文受理時に 35 歳以下で発表後 2

年以内の学術上優れた論文を主たる著者として発表した研究者に贈られる。また、有機合成化学工

業に関連し特に功績顕著な技術者に技術賞を贈る。技術賞の受賞者には年齢制限を設けない。奨励

賞、優秀論文賞および技術賞は、いずれも、その受賞理由となる研究成果の一部または全部が九州

山口地区の研究機関および企業において実施されたものであることを原則とする。 

第２条 有機合成化学協会支部奨励賞と優秀論文賞を併せて、毎年 2 件を原則とする。技術賞は毎年 1 件

とする。受賞者は支部主催特別講演会で受賞講演を行い、その際、受賞者に対して表彰状、および

副賞を贈呈する。 

第３条 表彰に要する費用は支部費並びに支部褒賞基金をもって当てる。 

第４条 受賞候補者推薦手続きは次の通りとする。本会会員は所定の様式により受賞候補者を期日までに

支部長へ推薦することができる。自薦も可能とする。関係書類は支部事務局へ送付する。 

第５条 受賞選考手続きは次の通りとする。 

 １ 選考委員会は委員 7 名以内をもって組織し、支部長が委員の人選を行い、幹事会の議を経て支部長

がこれを委嘱する。但し、支部長は必要に応じ学識経験者若干名を追加し委嘱することができる。 

 ２ 選考委員長は委員の互選によって決定する。 

 ３ 選考委員会は委員現在数の 2/3 以上の出席がなければ開くことができない。委員はあらかじめ通知

された事項について書面をもって決議に加わることができる。 

 ４ 選考委員会は推薦者の推薦理由および業績報告書等を審査して、選考理由書を伏し、次の幹事会ま

でに支部長に報告する。 

 ５ 支部長は選考委員会より報告された選考結果を幹事会に諮り、承認を得て受賞者を決定する。 

第６条 支部奨励賞表彰規定並びに同内規の改廃は支部幹事会の議を経て行う。 

付則 本規定は平成 7 年度より適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



有機合成化学協会支部奨励賞・優秀論文賞・技術賞表彰内規 

平成 6年 12 月 5 日制定 

平成 21 年 1 月 13 日改訂 

平成 21 年 11 月 20 日改訂 

平成 22 年 5 月 21 日改訂 

平成 28 年 4 月 22 日改訂 

第１条 規定第 1 条に当たる奨励賞は、査読つきの論文のみならず特許や自己の研究をまとめた総説を含

めた一連の研究成果または発明により構成され、総合的に学術上または工業上優れ、わが国の有機

合成化学の伸展に寄与する業績をあげた研究者に与えられる。優秀論文賞は、若手研究者により主

体的に実施され、執筆された論文を審査対象とし、当該論文が世界的に評価を得、他分野に波及効

果を及ぼしたと判断される場合贈られる。また、技術賞は有機合成化学工業に関連する技術革新に

貢献する特許等知的財産、実用化実績等の業績を挙げた企業の研究者に与えられる。産学官連携で

開発された技術については、学術研究機関等の研究者との共同で表彰を行う。 

第２条 規定第1条の奨励賞に関しては、被推薦時において45歳以下の研究者を対象とすると規定するが、

当面の間、優秀論文賞との対比の上から、概ね 35 歳以上の候補者を対象とする。 

第３条 第 1, 2 条について賞に該当するものがない年は表彰をしない。ただし、繰越して翌年度の受賞件

数を増すことができる。 

第４条 規定第 1 条について、場合によっては奨励賞 2 件、優秀論文賞 2件とすることが出来るが、原則

2 件以内とする。また、技術賞は 1 件以内とする。 

第５条 受賞が連名の場合、3名まで支部の負担で表彰状・記念品を授与する。 

第６条 副賞は受賞講演謝金として支出する。また旅費を支給する。 

第７条 表彰における賞の授与は受賞者の指定する代理人がこれを受けることができる。 

第８条 受賞者には記念講演を依頼する。 

第９条 推薦者は選考委員を兼ねることができない。選考委員の任期は 3 年以内とし、 毎年その 3 分の 1

以上が交代するものとする。 

 

英名 

有機合成化学協会九州山口支部奨励賞 

Award for a Creative Young Chemist, Kyushu-Yamaguchi Branch, The Society of Synthetic Organic 

Chemistry, Japan  

有機合成化学協会九州山口支部優秀論文賞 

Award for a Distinguished Paper, Kyushu-Yamaguchi Branch, The Society of Synthetic Organic Chemistry, 

Japan 

有機合成化学協会九州山口支部技術賞  

Award for New Technology, Kyushu-Yamaguchi Branch, The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan 


